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課税自主権の活用上の考え方について 

  検討の目的・背景 
 課税自主権の活用上の考え方については、過去の税財政制度懇話会、税制

研究会などで個別の政策課題ごとに整理してきたところ 

 

 しかし、地方公共団体の財源確保のためや本市を含めた地方公共団体の政
策実現のために、税制を活用するアイデアが話題にのぼることも多い 

 

 そこで、税制の活用の問題点や考え方について、過去の議論も踏まえた上で、
目的別・手法別の考え方の再整理・再確認を行う 
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１ 課税自主権活用の前提として求められる事項 
 

 施策の明確化・効果検証と市民理解 

 税は政策目的実現のための手段であり、税を構想する上でどのような施策を行うかが重要 

 市民に新たな税負担を求める場合には、標準的な税負担によってまかなう施策や事業以上に、新
たな施策を行う必要性や効果について詳細な説明を行う必要がある。 

 財政状況の説明・行財政改革等の取組 

 行政が徹底的に歳出見直しを行ったうえで、なお納税者に負担を課す必要のあることを明確に示
すことが求められる。 
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 あらゆる選択肢の検討 
 最初から特定の策に絞らず、財源確保に向けた税制、特定施策誘導のための税制など、すべてを検

討する必要がある。 

 全国標準的な公共サービスとの関係 

 財源確保のために新たな税負担を求めるには、市民ニーズに対応した横浜市固有のサービスなど、
全国標準的な公共サービスを超える事業を行うことが前提。 

 使途の明確化の必要性 

 新たな税収を既存の税収と分け、使途を明確にする仕組みが重要。 

 時限的手法の必要性 

 恒久的な措置とするのではなく、時限的手法を取り、定期的に検証を行う仕組みをあらかじめ設けて
いくことが適当。 

 市民の理解と参画の必要性 

 施策の実施にあたっての市民参画はもちろん、効果検証、さらには施策の提言等についても、市民参
画の仕組みを作ることが重要 

 

２ 課税自主権の具体的活用にあたっての留意事項 



 
 法定外税・既存法定税の超過課税 

 法定税源の乏しさ、財政の苦しさゆえに、明確な根拠に乏しい単なる財源調達の手段として構想され
る懸念がある。課税根拠の合理性や公平性等を慎重に検討する必要あり。 

 

 原因者負担、受益者負担的な税負担を求め、税収の使途を特定の住民ニーズへ対応するための施
策を実現する財源として説明されなければならない。 

 

 特別な原因関係に基づいて、特定の者・行為に対する課税手法ならば「法定外税」が考えられる。 

 

 市民に対して受益が広く及ぶ場合など、受益との関係に基づく課税手法なら「既存法定税の超過課
税」が考えられる。 

 

 課税の根拠を合理的に説明できなければならない。課税の根拠さえ明確であれば、最適な課税客体・
納税義務者・徴収方法・税率などもおのずと明らかになる。 

 

 納税義務者や徴収方法の選定は、公平性や受益と負担の観点などから十分な検討を行う必要がある。 

 

 国や他自治体の税目との重複課税を生じないように、自治体間における調整も考慮すべき（法定外税
に関する自治体間の協議体が望ましい）。 
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３ 目的別・手法別の考え方の再整理 
 
（１）財源確保策として課税自主権を活用する場合 



（２）特定施策を誘導するために課税自主権を活用する場合 

 法定外税・既存法定税の超過課税 
 税負担という経済的インセンティブによって、政策的に望ましくない特定の行為を規制するための法定外税と

なる。 

 法律上の課題や、法で求められる水準を超えて負担を求めることなど、適切性や公平性の問題が生じること
が多い。 

 課税免除・不均一課税 
 特定の施策（政策）の目的、対象、効果等が明確になっていることが大前提である。 

 
 軽減措置により失われる公平性・中立性と施策の目的（公益）を比較して、公益が勝るものであるかについて

行政や議会が責任を持って検証し、市民の理解が得られなければならない。 
 

 他の課税免除・不均一課税や非課税等特別措置などを考慮したうえで、税率や軽減期間を設定すべき。 
 

 補助金を含めその他の手法について幅広く検討を行い、税制措置を講ずることが効果的である場合に活用
していくべき。 
 

 税制は、主たる目的が行政サービスを提供するための資金調達であること、歳出予算の審議を通じて明確
に議論されることがなく住民の監視の目が届きにくいこと、行政が強制的・権力的に一方的に徴収するもので
あること等の性質があり、安易に軽減措置を講ずることは不適当。 
 

 税の軽減要件（対象・税目・税率等）については、包括的に定めるのではなく、施策の目的に応じて対象を限
定することに留意すべき。 
 

 軽減措置による減収によって、本来の資金調達の意義が失われ、公共サービスの提供に支障をきたすもの
であってはならない。 
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平成24年11月29日（木） 

横  浜  市  財  政  局 

資  料 
 

（住民自治の確立に向けた地方税制度改革 
に対する横浜市の考え方について） 

資 料 １―２ 
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住民自治の確立に向けた地方税制度改革に対する横浜市の考え方について 

 検討の目的・背景 

 本テーマは、国の「地域の自主性・自立性を高める地方税制度研究会」が、「自主的な判断」と「執行
の責任」を拡大する方向で抜本的に改革する、とされた地方税制度改革に対する横浜市の考え方に
ついて検討するもの。 

 

 しかし、国の研究会の報告書（案）を見る限り、具体的かつ明確な地方税制度改革の内容が示された
とは言い難いもの。 

 

 そこで、税制調査会としては、これまでも課税自主権を活用してきた又は今後も活用していく立場から、
いくつかの項目について具体的に提言するという整理としてはどうか 
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１ 「地域の自主性・自立性を高める地方税制度研究会」報告書の概要 
 
 第１章 地域決定型地方税制特例措置（通称：わがまち特例）の導入拡大 
 中間とりまとめ（２３年１０月）において、自治体が期間や減額率を条例で自主的に定められるようにする制度

（わがまち特例）の創設を求めた結果、２４年度税制改正において固定資産税関連の２項目に導入された。 

 今後も、全国一律の特例措置でないと政策目的を達成できない事情がない限りわがまち特例の対象とする
よう提案。 

 第２章 法定外税の新設・変更への関与の見直し 
 国の関与を少なくすることで、自治体の責任を明確化する必要がある。→ ①同意要件を完全廃止する、②

納税者に比較的重い税負担を課す場合のみ同意要件を残す、の２案を併記。 

 総務大臣が法定外税の新設に同意できない要件の明確化を検討→具体的な見直し案は提示せず 

 第３章 法定税の法定任意税化・法定外税化の検討 
 地方税法上整理すべきとの意見もあるが、慎重に検討すべき 

 第４章 税率についての課税自主権の拡大 
 制限税率は一定の意義があるが、自治体の自由度を高めるために緩和する方向で不断に検討すべき。 

 一定税率に関しても緩和に向けた検討を打ち出した。 

 標準税率の考え方は維持。 

 第５章 税務執行面における地方団体の責任 

 当面は「納税相談を伴う収受」等の取組を進め、消費税率引上げや共通番号制度実施時期に、申告書提出
の制度化について改めて判断することが適当。 

 



5 

 
（１）法定外税の新設・変更への国の関与に対する考え方（第２章関係） 

 現行の三要件に対する考え方 

 国の関与の見直しの方向性（関与の縮小、簡素化、透明化、同意を要しない協議制への移行など） 

  

（２）本市が課税している税目に関わる税率の考え方（第４章関係） 

 市民税（個人・法人）・固定資産税などの既存税目の超過課税の考え方 

 法人市民税、軽自動車税、都市計画税の制限税率に対する考え方 

 市たばこ税、事業所税の一定税率に対する考え方 

  

（３）地方消費税の賦課徴収に係る地方団体の役割の拡大に対する考え方（第５章関係） 

 市町村が地方消費税に係る納税相談や申告書の収受等を行うことに対する考え方、並びに、これら
を行うとした場合に生じる課題等について 
 

２ 議論のたたき台としての論点（案） 
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現行の三要件と国の関与について 
参考資料 
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横浜市における税率等 

  税目等 税率 地方税法の規定 

普
通
税 

個人市民税：均等割 3,900円 

(3,000円＋横浜みどり税900円) 

(標準税率)3,000円 ― 

  ：所得割 ６% (標準税率)６% ― 

法人市民税：均等割 50,000円～3,000,000円 

×(横浜みどり税９％) 

(標準税率) 50,000円～3,000,000円 (制限税率)標準税率
の1.2倍 

 ：法人税割   (標準税率)12.3％ (制限税率)14.7％ 

固定資産税 1.4% (標準税率)1.4% ― 

軽自動車税 定額課税 (標準税率)定額課税 (制限税率)標準税率
の1.5倍 

市たばこ税 1,000本につき4,618円 (一定税率)1,000本につき4,618円 ― 

特別土地保有税 
※平成１５年度以降、当分の
間、新たな課税は行わないこ
ととなった。 

  (一定税率) ― 

 

目
的
税 

入湯税 １人１日100円 標準１人１日150円 ― 

事業所税：資産割 600円/㎡ (一定税率)600円/㎡ ― 

    ：従業者割 0.25% (一定税率)0.25% ― 

都市計画税 0.3% ― (制限税率)0.3% 

原動機付自転車 1,000～2,500円 
軽自動車 2,400～7,200円 
小型特殊自動車 1,600円/4,000円 
２輪の小型自動車 4,000円 

10億円以上 14.7% 
５億円以上10億円未満 13.5% 
５億円未満 12.3% 

保有分 1.4％ 
取得分 3.0％ 

原動機付自転車 1,000～2,500円 
軽自動車 2,400～7,200円 
小型特殊自動車 1,600円/4,000円 
２輪の小型自動車 4,000円 

保有分 1.4％ 
取得分 3.0％ 

参考資料 
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参考資料 
法定外税の状況（その１） 



9 

法定外税の状況（その２） 参考資料 
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参考資料 
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参考資料 
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